
令和４年１０月号

交通安全協会
沼津地区支部

・・・・・・・・秋・冬（9月～2月）は16:00を目安にライトオン・・・・・・・・

１０月１日

１７：３２

日の入り

時刻
１０月
ー静岡県ー

１０月３１日

１６：５４・・・・・・
10月の初めと月末では

「約３８分」の差があります！

日の入り直後

日の入りから、およそ３０分後

点灯なし 点灯あり

点灯なし 点灯あり

※９月中旬撮影

自転車は夜間

道路を通行

するときは

しなければ

いけません

自転車ライト点灯なし・ありの見え方

道路交通法52条第１項前段

令18条第１項第５号

軽車両が道路を通行する場合の灯火

※除外

前方50メートルまで明瞭に

見える程度に照明が行われている

トンネルを通行する場合を除く

― 静岡県道路交通法施行細則第６条 ―

【前照灯】白色か淡黄色で、夜間、前方５メートルに

ある交通上の障害物を確認できる性能のもの。

【尾灯】赤色で、夜間、後方５０メートルの

距離から確認できる性能のもの。

５メートル

５０メートル

自身の自転車のライトは

どのようにして点灯するか

故障していないかなど

確認しておきましょう！

ライトの

役割

他者に思いやりのある

安全運転を心掛けましょう！

◎走行中の前方を照らす

◎周囲に自転車の存在を知らせる


